
 
支払基金統一事例 

【 注射 】 

 

８２７ アセトアミノフェン【注射薬】（外来患者）の算定について 

 

《令和８年４月３０日》 

 

○ 取扱い 

 

外来患者に対するアセトアミノフェン【注射薬】（アセリオ静注液）の算定

は、原則として認められる。 

 

 

○ 取扱いを作成した根拠等 

 

アセリオ静注液の添付文書の効能・効果は、「経口製剤及び坐剤の投与が困

難な場合における疼痛及び発熱」であり、用法・用量に「15 分かけて静脈内

投与する」旨記載されている。当該医薬品は、経口製剤及び坐剤の投与が困難

で、迅速な治療効果を期待する必要がある場合に投与するものであり、特に入

院患者に限るものではない。 

以上のことから、外来患者に対するアセトアミノフェン【注射薬】（アセリ

オ静注液）の算定は、原則として認められると判断した。 

 

 

 

 

  

支払基金・国保統一事例 


